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２
月
２
月
1616
日
～
３
月

日
～
３
月
1515
日日

完
全
予
約
制

要
整
理
券

と 

　
き　
２
月
16
日
水
～
３
月
15
日
火

　
　
　
　

 （
土
日
を
除
く
、
２
月
20
日
日
・

27
日
日
は
開
場
）

と
こ
ろ　
豊
橋
税
務
署

　
令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
在
住

で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
所
得
税
の

申
告
を
し
な
い
方

・ 
給
与
所
得
、
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴

収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
控
除
（
医

療
費
控
除
な
ど
）
を
追
加
す
る

・ 

給
与
や
公
的
年
金
以
外
の
所
得
（
営
業
、

農
業
、
不
動
産
な
ど
の
所
得
や
生
命
保

険
の
年
金
な
ど
）
が
あ
っ
た

※ 

所
得
が
な
く
て
も
、
国
民
健
康
保
険
税

の
軽
減
適
用
や
税
証
明
の
発
行
な
ど
の

た
め
申
告
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
１
月
12
日
水
～
電
話
ま
た
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
税
務
課
へ
。

※
電
話
で
の
予
約
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。

な
る
べ
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・ 

市
県
民
税
申
告
会
場
で
も
、
所
得
税
申

告
の
う
ち
、
簡
易
な
還
付
申
告
の
み
受

付
が
で
き
ま
す
。

問
合
先　
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

（

 

０
５
３
２-

５
２-

６
２
０
１
）

・ 

豊
橋
税
務
署
で
の
当
日
配
付
ま
た
は
、

事
前
に
国
税
庁
L
I
N
E

公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
に
よ
る

事
前
発
行

税務課　  66-1116

 0344045

市
県
民
税
申
告

確
定
申
告

と　き ところ

2月 2日水・3日木 三谷公民館

2月 4日金 大塚公民館

2月 8日火 西浦公民館

2月 9日水・10日木 形原公民館

2月 16日水～ 3月 15日火
（土日㊗を除く、2月 26日土午前は開場）

市民体育センター

受付時間　午前 9時～午後 4時

と　き 　２月 16 日水～３月３日木
　　　　   午前９時 30 分～正午、午後 1 時

～ 4 時
ところ 　市民体育センター
対　象 　次のいずれかに該当する方

　・相談内容が簡易な給与所得者、年金受給者
　・ 事業所得、不動産所得、年金以外の雑所

得があり、令和２年分の所得金額が 300
万円以下の方（消費税の課税事業者であ
る場合には、令和元年分の課税売上高が
３千万円以下の方）

※ 譲渡所得、山林所得、贈与税の申告受付・
相談は、豊橋税務署へ。

申し込み 　希望日前日（土日㊗を除く）午後 5
時までに電話またはインターネットで税務課へ。

税理士による税理士による
無料税務相談所無料税務相談所

対　
象

そ
の
他

整
理
券

予
約
方
法
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